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香芝市文化施設条例の解釈を明確に示す決議（案） 

 

 香芝市文化施設条例（平成１９年６月２６日条例第１５号）（以下「本件条

例」という。）の解釈を明確にすることを目的として、以下のとおり、決議す

る。 

 本件条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条第１項に基

づいて制定されたものである。 

本件条例第１条は、その目的として「市民の文化芸術活動及び生涯学習活動

の促進に寄与するため、香芝市文化施設（以下「文化施設」という。)を設置

する。」と規定する。すなわち、本件条例により促進される文化芸術活動及び

生涯学習活動の主体は香芝市民であることは明らかである。 

したがって、本件条例により市長に授権された事項は、香芝市民の文化芸術

活動及び生涯学習活動の促進に寄与するためのものに限られ、市長が香芝市民

以外の者それらの活動を促進するために本条例第１条に規定する文化施設を設

置又は管理することは、その権限外の行為であり、違法である。 

 また、本件条例第１３条は文化施設の利用料金について規定するが、本件条

例の前記目的に照らせば、同条にいう「利用者」とは香芝市民のことをいうこ

とは明らかである。それにもかかわらず、現状において、市長が香芝市民以外

の者に文化施設を利用させ、利用料金その他何らの名称をもってするとを問わ

ず使用料を徴収していることは、その法的根拠がなく、違法である。 

仮に、市長が、香芝市民以外の者にも文化施設の利用を許容することなど、

現行の本件条例第１条に規定する目的以外の文化施設の設置又は管理をするこ

とが香芝市民にとって有益であり、公益に資すると考えた上で、それを実行す

るのであれば、事前に本件条例の改正等の所要の措置を講じなければならない

ことは当然である。 

現状において、所要の措置を講じることなく違法に執行され続けている市長

による前記各事務の実態は、行財政の基本原則たる受益者負担の原則及び法律

に基づく行政の原理を逸脱するものであるから、本件条例の解釈を改めて明確

に示すとともに、市長その他の執行機関の法務能力の向上の必要性があること

を付言する。 

 

 以上、決議する。 

 

令和４年 月  日 

 

香 芝 市 議 会 



【関連資料】 

 香芝市ホームページには、以下のように受付時の「注意」が掲載され

ている。 

 

受付開始日のご注意 

受付は９:００より開始し、利用希望日が重複した場合、市内の方を優

先に受付を行ないます。 

以降は利用申込先着順にて受付を行います。 

 

※ それぞれ利用希望日が重なる場合は抽選になります。 

※ １つの催し物につき、１団体（又は１名）のみの受付とさせて頂きま

す。 


